
 

平成 30 年 4 月 27 日 

 

 

共通定期券制度の導入及び 

環境定期券制度の一部変更について 

 

 5 月 13 日より、PASPY 定期券をお持ちのお客様を対象に、弊社と並行する他社路線でも

定期券通用区間が重複する区間であれば相互利用が可能となる『共通定期券制度』を導入

します。 

また、環境定期券制度につきましては、他の事業者が発行される PASPY 通勤定期券につい

てもこの制度の適用を受けられる制度に変更致します。 

 

 届出理由  広島市策定の「広島市地域公共交通網形成計画」の目標である「利用者

に分かりやすい持続可能な公共交通体系の構築」を念頭に、PASPY 定期

券をお持ちのお客様が、並行する他社路線の重複する区間であれば、相

互利用を可能として、バスの利便性向上を目指すものです。 

環境定期券制度についても、制度適用を受ける対象を他社が発行された

PASPY 通勤定期券にも拡大して、バスの利用促進に繋げるものです。 

 

 実施時期  平成 30 年 5 月 13 日（日）より 

 

 

共通定期券制度 

 

【対象路線】  5 月 13 日実施は、国道 54 号線・国道 191 号線・国道 183 号線を通って

広島駅に向う路線を対象とします。これに並行して運行されておられます

広島電鉄株式会社、広島バス株式会社、エイチ・ディー西広島株式会社の

各社運行の路線内で、弊社と重複する区間があれば、相互利用が可能とな

ります。対象区間等の詳細につきましては、改めてご案内申し上げます。 

 

※ 深川線については、平成 30 年 6 月 1 日に本制度の追加導入を予定し

ております。 

高陽団地から･･･中国 JR バス株式会社、広島バス株式会社と導入 

下千足以南･･･上記 2 社と広島電鉄株式会社と導入 

 

【区間判定】  現在お持ちの PASPY 定期券を乗車口、降車口の読み取り機に当てていた

だければ自動的に判定されます。 

 

【そ の 他】  現在発行しております広島電鉄㈱との紙式共通定期券については、この

制度の対象外となります。定期券面にある期間中に限り、広島電鉄㈱との

相互利用が継続いただけます。 

なお、紙式共通定期券は平成 30 年 6 月 30 日をもって販売を終了させてい

ただきます。別途、ご案内申し上げます。 

広島交通株式会社 



 

環境定期券制度の一部変更 

 

【現在の制度】 

休日のマイカー利用を控えることで、自動車からの排気ガスを抑制して環境保護につ

なげることを目的とした制度です。 

通勤定期券をお持ちのお客様とその同伴される同居のご家族の方々が、土曜日・日曜

日・祝日、お盆期間（8 月 13 日～16 日）・年末年始（12 月 29 日～1 月 4 日）の制度

適用日に、定期券を発行した事業者のバス 1 乗車について、下表の運賃を現金又は

PASPY にてお支払いいただくことでご利用いただける制度です。 

 
定期券の 

券面表示の区間 

定期券の 

券面表示の区間外 

通勤定期券をお持ちのお客様 0 円 100 円 

同伴される同居のご家族（大人 1 人ごと） 100 円 

同伴される同居のご家族（小人 1 人ごと） 50 円 

障がいのあるお客様･･･大人 50 円、小人 30 円 

 

【変更後（5 月 13 日より）】 

弊社運行の路線バスにおいて、アストラムラインを除く全事業者の PASPY 通勤定期券

をお持ちのお客様と同伴される同居のご家族を制度適用の対象とさせていただきます。

また、弊社が発行する PASPY 通勤定期券で広島電鉄㈱、広島バス㈱、エイチ・ディー

西広島㈱が運行されるバスでも、同様のサービスが適用されます。 

なお、弊社の発行する紙式通勤定期券（広島電鉄㈱との北部線共通定期券、弊社路線

単独定期券を含む）につきましては、これまでと同様に、弊社の運行する路線バスに

限り、制度適用されます。 

 

 

 

 

 お問合せ  広島交通株式会社 企画課 TEL082-238-7755（平日 9:00～17:20） 


